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平成24年度の公共工事設計労務単価の動向

　平成24年度の公共工事設計労務単価（基準
額）が３月末に国土交通省土地・建設産業局
建設市場整備課から公表されました。単価の
概要等を紹介します。

１　全職種平均単価の推移

　農林水産省及び国土交通省（以下「二省」）
では、毎年10月時点で施工中の二省所管（直
轄･補助等）の公共工事に従事する建設技能
労働者の賃金の支払い実態を調査している。
この調査に基づいて翌年度実施する公共工事
の予定価格の積算に用いる都道府県別・職種
別の「公共工事設計労務単価」（１日８時間
当たり円；時間外･休日等の割増賃金、所属
会社負担の社会保険料等の諸経費や一般管
理費等を含まない裸の賃金（wage）に相当）
を決定する。原則的にこの単価は日本国内で
実施する全ての公共工事に適用されている。
調査は1,000万円以上の工事を選定母集団に
して、無作為抽出されるものである。今回
は、全国計で11,528件の工事に携わっていた
116,360人分のデータが有効サンプルとなった

（約20万人が調査対象で、棄却率は40％超）。
　なお、今回は、「震災の影響などによる労
務単価の変動が見られたため、統計調査の結
果等を活用し、変動を設計労務単価に反映す
る補正を、特例措置として講じている」とし
ている。また、岩手、宮城、福島の３県は２
月20日から特別に適用されている。
　全職種全国単純平均の単価は16,499円であ
り、平成23年度比で157円（0.96％）のプラ
スとなったが、これは単価公表がはじまった

平成12年度以降では初の上昇である。平成12
年度からの推移は図１のとおりで、当時の
２万円台の水準には及ばない。

（一財）建築コスト管理システム研究所

表１　主要12職種の平均単価

表２　設備５職種の平均単価

図１　調査全職種の単純平均日額の推移
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２　主要職種別平均単価

　当欄で例年まとめている主要12職種別と設
備５職種別の平均単価（47都道府県の単純集
計値）は表１、表２のとおりとなった。主要
12職種の鉄筋工、とび工、型わく工、左官、
大工、交通誘導員Ａでプラスになった。設備
５職種は下落傾向が依然として続く。主要12
職種に比べ下落率も大きい。

３　都道府県別の各職種単価の変動傾向

　都道府県別の主要12職種及び設備５職種の
単価が、この１年（平成23 ～ 24年度）でど
う変化したかの分析を次ページ表４に示す。
前回は全ての項目で±４％の微増・微減の範
囲にあったが、今回は±４％を超える変動が
職種別と都道府県別との両面においてある傾
向で現れている。
　具体的には、被災地の３県、とりわけ宮城
県は全17職種で4.0％以上上昇。岩手、福島
も上昇した職種が多い。全般的に東北･関東
は上昇が多い一方、北陸･中部以西は下落し
た職種が多い。また、職種でみていくと、と
くに東北の建築職種の上昇と、中国以西の設
備職種の下落が目立つ。大きな上昇と下降が
みられた中国・関西の一部県も今回の特徴と
いえる。この地域でのとび・鉄筋・型わく職
種の上昇は東北地方への “渡り” の影響であ
ろうか。ともかくも、都道府県職種別の視点
からは、労務単価に大きな変動があったこと
は確実といえよう。
　都道府県職種別の傾向を集計・整理したの
が表３、図２である。各都道府県の設計労務

単価の公表値は100円単位となっている。今
回の増減額は前回より若干広がり、－1,000
円から＋1,400円の範囲にある（表３）。その
分布状況を箱ひげ図（図２）によって、上昇
傾向を示すものから順に並べてみると職種別
の違いがハッキリする。

４　社会保険未加入問題のシミュレーション

　今回は、設計労務単価と同時に社会保険加
入状況調査の詳細な結果も公表された。政策
的課題となっていた社会保険未加入問題への
対応として昨年の公共事業労務費調査に含め
実施されていた。

表3　対前年度増減額（100円単位）の都道府県職種別の基本統計量（図2参照）
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表４　都道府県職種別（主要12職種及び設備５職種）単価伸び率の傾向（H23年度→H24年度）
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　前述のように不良データ棄却後の「有効票
本とされるものについて」の集計だから、産
業の実態から若干離れていることに注意すべ
きである。公表資料は企業別・労働者別に、
３保険（雇用保険・健康保険・厚生年金）毎
に、都道府県別、職種別、元請・下請次数別、
事業所規模別、（さらに給与形態別、年齢別、
経験年数別、職階別は労働者の集計のみ）等
の内訳グラフで加入状況を示す詳細なもの
だった。公表数値のまとめは表５の通り。

　表５のうち雇用保険を別統計から検討し
てみよう。厚生労働省「雇用保険事業年報」

（Ｈ22）によれば、雇用保険を支払う建設業
の被保険者数は2,126,202人である。業務統計
だからこれはかなり正確な数値であろう。一
方、総務省「労働調査」（Ｈ22平均）によれ
ば、建設業の一般雇用（一般常用雇用者の略
称。１年を超える又は雇用期間を定めない契
約で雇われているもので、「役員」以外の者）
の数は約303万人となっている。従って、雇
用保険を支払う人の割合は約70.2％となる。
これは表６の労働者別の数値75％よりは若干
少ない・・・。

　以下では、社会保険料の負担が完全に行わ
れた場合、どれほど工事費を押し上げるかを
簡単に計算した。東京地区の典型的な建設会

社で働く40～64歳の建築事業の労働者の場
合、その社会保険料（標準報酬額に対する割
合）は表６の通りで、若干の地域差が生じる
のは健康保険料だけだ。
　さて、産業連関表は、国内経済において１
年間に行われた財・サービスの産業間取引を
ひとつの行列（マトリックス）に示した統計
表であり、多数の統計資料が推計過程に用い
られる。社会保険料関係では「就労条件総合
調査」がそのひとつである。最新版はとりま
とめ中なので2005年の数値を使うが、建設部
門の値（生産者価格表）を抜き出した（表
７）。建設部門の国内生産額、すなわち、建
設部門の商品としての価格は63兆円余りで、
34兆円を他産業から原材料やサービスとして
仕入れ、差し引き29兆円余の付加価値を生み
出す。その内訳として、建設部門の労働者へ
の19兆円の賃金・俸給と２兆円弱の社会保険
料負担を賄っている。

　生産額の30.55％を占める建設部門の「賃
金・俸給」に対する「社会保険料（雇用主
負担）」の比率の事実は、表７を元に10.25％

（3.13％÷30.55％）と計算できる。表６によ
れば社会保険料は16.47％が本来必要だから、
単純に考えて建設部門全体の数値で、その差
約６％が雇用主の未払い分ということだ。こ
れを表７で算出した割合に戻すと、

30.55％ × 6％ ≒ 1.8％
　すなわち、社会保険の雇用主負担が完全に
行われたとした場合、生産者価格（建設物の
取引価格）を約1.8％押し上げると計算できる。
なお、これには本人（被保険者）負担分――
雇用主未払いの者の分など――は加味されて
おらず、社会保険料の支払実態を踏まえつつ、
その部分の加算がさらに必要かもしれない。

（研究部）

表５　各保険加入割合（国土交通省・参考公表）

表６　建設業の社会保険料と労・使の負担（モデル）

表７　2005年産業連関表より建設部門の値（百万円）




